
 

集
会
宣
言 

 

本
日
、
私
た
ち
は
、
五
一
回
目
の
「
建
国
記
念
の
日
」
不
承
認
の
つ
ど
い
を
開
催
し
ま
し
た
。 

 
 

二
月
一
一
日
は
、
明
治
政
府
が
一
八
七
三
年
、
記
紀
神
話
上
の
神
武
天
皇
即
位
日
を
「
紀
元
節
」
と
し
て
創
出

し
た
祭
日
で
し
た
。
以
後
「
紀
元
節
」
は
、
国
民
統
合
と
軍
国
主
義
へ
の
思
想
動
員
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま

し
た
。
「
紀
元
節
」
は
戦
後
の
一
九
四
八
年
に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、
一
九
六
六
年
に
「
建
国
記
念
の
日
」
と
し

て
復
活
し
今
日
に
至
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
私
た
ち
は
、
歴
史
学
関
係
団
体
・
労
働
組
合
・
民
主
団
体
や
市
民

と
幅
広
く
共
同
し
て
、
反
対
集
会
を
今
日
ま
で
開
い
て
き
ま
し
た
。 

 
 

昨
年
の
二
・
一
一
集
会
以
後
、
安
倍
晋
三
自
公
政
権
は
、
日
本
維
新
の
会
に
補
完
さ
れ
、
憲
法
の
国
民
主
権
と

平
和
主
義
・
立
憲
主
義
へ
の
敵
対
・
蹂
躙
姿
勢
を
さ
ら
に
強
め
て
き
ま
し
た
。
昨
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
で
、
衆

参
両
院
で
改
憲
を
め
ざ
す
勢
力
が
三
分
の
二
以
上
の
議
席
を
占
め
る
事
態
と
な
り
ま
し
た
。
安
倍
政
権
は
、
自
衛

隊
Ｐ
Ｋ
Ｏ
部
隊
に
、
憲
法
違
反
の
武
力
行
使
の
可
能
性
を
伴
う
「
駆
け
付
け
警
護
」
任
務
を
付
与
し
、
激
戦
地
の

南
ス
ー
ダ
ン
へ
派
遣
し
ま
し
た
。
ま
た
、
学
習
指
導
要
領
に
は
「
道
徳
」
「
公
共
」
が
創
設
さ
れ
、
国
家
や
経
済

界
に
奉
仕
す
る
人
材
育
成
が
目
ざ
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
関
連
法
や
カ
ジ
ノ
法
（
Ｉ
Ｒ
推
進
法
）

な
ど
の
成
立
が
短
期
間
で
強
行
さ
れ
る
な
ど
、
平
和
と
民
主
主
義
、
そ
し
て
立
憲
主
義
自
体
が
大
き
く
揺
ら
い
で

い
ま
す
。 

 

今
日
、
世
界
各
地
で
は
、
貧
困
と
格
差
の
拡
大
、
テ
ロ
の
頻
発
と
内
戦
、
ト
ラ
ン
プ
米
政
権
な
ど
移
民
排
除
や

自
国
第
一
主
義
を
標
榜
す
る
政
権
の
登
場
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
や
極
右
勢
力
の
台
頭
な
ど
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

と
大
国
の
覇
権
主
義
に
端
を
発
し
た
矛
盾
が
様
々
な
形
で
顕
在
化
し
て
い
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
で
は
北
朝
鮮
の
核
実

験
、
中
国
・
韓
国
と
の
外
交
問
題
に
、
安
倍
政
権
は
平
和
的
解
決
で
は
な
く
、
対
決
姿
勢
と
危
機
感
を
煽
る
形
で
、

軍
備
増
強
や
改
憲
へ
と
世
論
を
導
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
現
状
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
と
基
地
問
題
に
直
面
す
る
沖
縄
で
如
実
に
表
れ
て
い
ま
す
。
米
兵
・

軍
属
に
よ
る
凶
悪
犯
罪
は
、
日
米
地
位
協
定
に
阻
ま
れ
て
直
接
裁
け
ま
せ
ん
。
翁
長
雄
志
沖
縄
県
知
事
が
新
基
地

建
設
の
た
め
の
辺
野
古
埋
め
立
て
承
認
を
取
り
消
し
た
措
置
を
国
が
違
法
だ
と
訴
え
た
訴
訟
は
、
最
高
裁
で
県
が

敗
れ
ま
し
た
。
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
オ
ス
プ
レ
イ
の
名
護
市
沖
へ
の
墜
落
事
故
で
は
原
因
未
解
明
の
ま
ま

飛
行
訓
練
が
再
開
さ
れ
、
高
江
で
は
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
が
地
元
住
民
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
強
行
さ
れ
る
な

ど
、
沖
縄
で
は
、
安
保
条
約
が
、
日
本
国
憲
法
の
上
に
位
置
す
る
か
の
よ
う
な
現
状
で
す
。 

 

一
方
、
こ
の
よ
う
な
動
き
に
抗
す
る
運
動
に
も
前
進
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
昨
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
で
は
、
安

保
法
制
廃
止
・
立
憲
主
義
回
復
を
求
め
る
市
民
運
動
の
後
押
し
を
受
け
、
野
党
共
闘
が
成
立
し
ま
し
た
。
全
国
三

二
の
一
人
区
全
て
で
野
党
統
一
候
補
を
擁
立
し
、
十
一
選
挙
区
で
当
選
す
る
な
ど
、
一
定
の
成
果
を
お
さ
め
た
こ

と
で
、
参
議
院
選
挙
後
、
安
倍
政
権
が
露
骨
に
「
改
憲
」
を
表
明
で
き
な
い
状
況
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。 

 
 

大
阪
で
は
、
安
倍
政
権
と
連
携
し
た
大
阪
維
新
の
会
が
主
導
し
て
、
「
大
阪
都
構
想
」
の
復
活
や
、
Ｉ
Ｒ
推
進

法
に
も
と
づ
く
カ
ジ
ノ
導
入
を
含
む
万
博
誘
致
が
目
論
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
も
、
全
国
の
運
動
と
連

帯
し
、
野
党
勢
力
結
集
の
呼
び
か
け
や
、
安
保
法
制
廃
止
を
求
め
る
運
動
が
、
広
範
な
市
民
の
参
加
を
得
て
府
内

各
地
で
粘
り
強
く
取
り
組
ま
れ
、
ま
た
「
都
構
想
」
や
万
博
誘
致
に
も
批
判
の
声
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。 

 

今
年
は
日
本
国
憲
法
施
行
七
〇
周
年
の
節
目
の
年
で
す
。
安
倍
首
相
も
一
月
の
通
常
国
会
冒
頭
で
改
憲
論
議
の

一
層
の
具
体
化
を
表
明
し
ま
し
た
。
私
た
ち
は
毎
年
の
集
会
で
、
歴
史
の
真
実
と
、
日
本
国
憲
法
の
基
本
原
理
に

つ
い
て
学
ん
で
き
ま
し
た
。
今
日
の
集
会
で
も
日
本
国
憲
法
の
平
和
原
則
成
立
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
再
認
識

し
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
半
世
紀
を
超
え
て
積
み
重
ね
て
き
た
学
び
の
成
果
を
確
信
し
、
日
本
国
憲
法
を
護
り
、

発
展
さ
せ
る
立
場
か
ら
、
平
和
と
民
主
主
義
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
豊
か
な
思
想
・
文
化
と
、
過
去
と
現
在
を
真
摯

に
見
つ
め
る
歴
史
認
識
の
創
造
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
・
職
場
・
学
園
で
呼
び
か
け
、
実
践
し
て
い
く
こ
と
を
改

め
て
誓
い
ま
す
。 

 

右
、
宣
言
し
ま
す
。 

 

二
〇
一
七
年
二
月
一
一
日 

「
建
国
記
念
の
日
」
不
承
認 

二
・
一
一
大
阪
府
民
の
つ
ど
い 


